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「
保
険
の
見
直
し
」。
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ

ー
を
受
講
す
る
多
く
の
方
々
が
耳
に
す
る
言
葉

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
入
り
す
ぎ
の
保
険
を

見
直
し
、
不
必
要
な
支
出
を
抑
え
る
た
め
に
は
、

公
的
保
障
の
知
識
を
持
ち
、
活
用
す
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
世

間
に
は
公
的
保
障
の
解
説
本
は
多
く
出
回
っ
て

い
ま
す
し
、
共
済
組
合
や
日
本
年
金
機
構
も
制

度
の
周
知
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
情
報
が
飽
和
す
る
中
で
、
自
分
が

知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
、
少
し
見
え
づ
ら
く
な

っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で

は
、
公
的
保
障
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
読
者
の
皆

さ
ん
に
掴
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
、
詳

細
な
部
分
を
省
略
し
な
が
ら
概
略
的
な
解
説
を

し
て
い
き
ま
す
。
シ
リ
ー
ズ
を
通
じ
て
、「
何
が

何
だ
か
わ
か
ら
な
い
」
が
、「
何
と
な
く
見
え
て

き
た
」
に
変
わ
り
、
公
的
保
障
の
知
識
を
広
げ

て
い
く
た
め
の
足
が
か
り
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

第
1
回
目
と
第
2
回
目
で
は
、
公
的
年
金
を

取
り
上
げ
ま
す
。
公
的
年
金
に
は
老
齢
給
付
、

遺
族
給
付
、
障
害
給
付
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
が
、

入
期
間
と
し
て
も
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
、
と
い
う

も
の
。
直
接
的
に
納
め
る
保
険
料
は
あ
り
ま
せ

ん
。
雇
用
者
は
、
月
々
の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
か

ら
共
済
年
金
・
厚
生
年
金
の
保
険
料
が
天
引
き

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
て
積
み
上
げ
ら
れ

た
財
源
の
一
部
が
、
国
民
年
金
の
給
付
に
使
用

さ
れ
る
（
基
礎
年
金
拠
出
金
）
こ
と
で
、
間
接

的
な
負
担
を
し
て
い
ま
す
。

第
3
号
は
、
第
2
号
の
被
扶
養
配
偶
者
の
加

入
形
態
で
す
。
例
え
ば
、会
社
員
や
公
務
員
の
、

専
業
主
婦
の
妻
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
保
険

料
は
な
く
、
第
3
号
の
有
無
に
よ
っ
て
第
２
号

の
保
険
料
が
異
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
夫
が
妻
の
保
険
料
を
払
っ
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
3
号
は
、
年
金
制
度
全

体
か
ら
支
え
ら
れ
て
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い

る
、
と
言
え
ま
す
。

い
つ
か
ら
も
ら
え
る
の
？

前
節
で
、
地
方
公
務
員
は
共
済
年
金
と
国
民

年
金
（
第
2
号
）
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
が
お

今
回
は
老
齢
給
付
を
解
説
し
て
い
き
ま
す
。
老

齢
給
付
と
は
、
老
後
に
も
ら
う
年
金
。
私
た
ち

に
と
っ
て
最
も
馴
染
み
深
い
年
金
で
す
ね
。

地
方
公
務
員
が
加
入
す
る
年
金

地
方
公
務
員
が
加
入
し
て
い
る
年
金
制
度

は
、
図
1
の
よ
う
に
、
共
済
年
金
と
国
民
年
金

（
第
2
号
）
で
す
。
共
済
年
金
は
公
務
員
が
加

入
す
る
被
用
者
年
金
。
民
間
企
業
に
勤
め
る
会

社
員
が
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
の
に
対
し
、
公

務
員
は
こ
ち
ら
に
加
入
し
ま
す
。
国
民
年
金
は
、

全
国
民
に
対
し
20
～
60
歳
の
40
年
間
の
加
入
が

義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
第
1
～
3
号
被
保
険

者
の
い
ず
れ
か
の
形
態
で
必
ず
加
入
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

第
1
号
は
自
営
業
者
や
無
職
の
方
の
加
入

形
態
で
す
。
保
険
料
は
定
額
で
、
月
額
1
万

5
0
2
0
円
（
平
成
23
年
度
）
で
す
。

第
2
号
は
雇
用
者
の
加
入
形
態
で
、
公
務
員

や
会
社
員
が
該
当
し
ま
す
。
共
済
年
金
や
厚
生

年
金
の
加
入
期
間
が
、
同
時
に
国
民
年
金
の
加

シ
リ
ー
ズ  

公
的
保
障
の
基
礎
知
識  

Vol.1

公
的
年
金
①
―
老
齢
給
付

（財）地方公務員等ライフプラン協会
業務部企画課主査

紺谷健一郎
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わ
か
り
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
地

方
公
務
員
の
皆
さ
ん
が
老
後
に
受
け
取
る
年
金

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

図
2
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
共
済
年
金
制
度
か

ら
「
退
職
共
済
年
金
」、
国
民
年
金
制
度
か
ら

「
老
齢
基
礎
年
金
」
と
、
二
つ
の
年
金
が
そ
れ

ぞ
れ
共
済
組
合
と
日
本
年
金
機
構
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。
退
職
共
済
年
金
は
、
共
済
年
金
を
含

む
公
的
年
金
へ
の
加
入
年
数
を
25
年
以
上
有
し

て
い
る
こ
と
、
老
齢
基
礎
年
金
は
、
国
民
年
金

へ
の
加
入
年
数
を
25
年
以
上
有
し
て
い
る
こ
と

が
支
給
の
条
件
で
す
。

図１：地方公務員が加入する公的年金

図２：地方公務員が老後に受給する公的年金

自営業等 公務員等 民間会社員等 専業主婦等

共済年金 厚生年金

第１号被保険者

職域年金相当部分

加給年金

厚生年金相当部分

老齢基礎年金（国民年金制度より支給）

国民年金

給料比例部分

第３号被保険者第２号被保険者

地方公務員は、共済年金と国民年金に加入

運営団体のちがい

・共済年金
　⇒共済組合
・国民年金・厚生年金
　⇒日本年金機構

昭和24年4月2日～
昭和28年4月1日
生まれの者

以後２年ごとに
支給開始年齢1歳引き上げ

60歳 65歳 配偶者65歳

退職共済年金
（共済年金制度より支給）

職域年金相当部分

加給年金

厚生年金相当部分

老齢基礎年金

昭和36年4月2日以降
生まれの者

60歳 65歳 配偶者65歳

※特定警察職員等（（退職共済年金を受ける権利を獲得したとき（既に退職している方にあっては、退職のとき）、
特定階級職員（警部以下の警察職員・消防司令以下の消防吏員等）として在職し、かつ、引き続き20年以上特定
階級職員等として勤務していた方））については、引き上げが６年遅れとなります。

りいん
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退
職
共
済
年
金
は
支
給
開
始
年
齢
が
段
階

的
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
昭
和
24
年
4
月

2
日
～
昭
和
28
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方
に

つ
い
て
は
60
歳
か
ら
支
給
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
老
齢
基
礎
年
金
は
5
年
遅
れ
で
、

65
歳
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。
65
歳
に
達
し
、

退
職
共
済
年
金
と
老
齢
基
礎
年
金
の
両
方
が
支

給
さ
れ
て
い
る
状
態
を
一
般
的
に
「
満
額
支
給
」

と
言
い
ま
す
。
な
お
こ
の
例
は
、
前
職
で
民
間

企
業
に
勤
め
た
等
の
経
験（
厚
生
年
金
加
入
歴
）

の
な
い
方
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。

い
く
ら
く
ら
い
も
ら
え
る
の
？

そ
れ
で
は
こ
こ
か
ら
は
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て

最
も
気
に
な
る
年
金
の
支
給
金
額
に
つ
い
て
ご

説
明
し
ま
す
。

退
職
共
済
年
金

退
職
共
済
年
金
は
、
主
に
次
の
二
つ
の
部
分

に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
厚
生
年
金
相
当
部
分

民
間
企
業
に
勤
め
る
方
が
受
け
取
る
厚
生
年

金
に
類
似
・
相
当
し
た
部
分
。

・
職
域
年
金
相
当
部
分

厚
生
年
金
に
は
な
い
、
共
済
年
金
特
有
の
上

乗
せ
部
分
。
厚
生
年
金
相
当
部
分
の
5
分
の
1

程
度
の
金
額
（
共
済
年
金
加
入
期
間
20
年
以

上
の
場
合
）。

こ
の
二
つ
は
、
共
済
年
金
加
入
期
間
と
そ
の

間
の
給
料
・
給
与
か
ら
計
算
さ
れ
る
た
め
、「
給

料
比
例
部
分
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
付
加
的
な
も
の
と
し
て
次
の
も
の

が
あ
り
ま
す
。

・
加
給
年
金（
年
額
39
万
6
0
0
0
円
：
定
額
・

平
成
22
年
度
）

65
歳
に
な
り
、
満
額
支
給
と
な
っ
た
時
点
で
、

次
の
要
件
を
満
た
す
配
偶
者
が
い
る
場
合
に
加

算
さ
れ
る
。
配
偶
者
の
扶
養
手
当
の
よ
う
な
意

味
合
い
を
持
つ
年
金
。

〈
要
件
〉

・
配
偶
者
が
65
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

・
年
金
受
給
者
本
人
と
配
偶
者
と
の
間
に
生
計

維
持
関
係
が
あ
る
こ
と

生
計
維
持
関
係
は
、
多
く
の
場
合
に
は
、
配

偶
者
の
恒
常
的
な
年
収
が
8
5
0
万
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
同
一
世
帯
に
居
住
し
て
い
る
こ

と
で
認
め
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
単
身
赴
任
等

に
よ
る
別
居
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
場
合
は
、
申
し
立
て
に
よ
り
生
計
維
持
関
係

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ

ー
ス
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

加
給
年
金
の
支
給
は
、
妻
が
65
歳
に
な
る

と
打
ち
切
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
配
偶
者
自
身

の
老
齢
基
礎
年
金
が
支
給
開
始
さ
れ
る
か
ら
で

す
。
ま
た
、
配
偶
者
が
20
年
以
上
の
加
入
期
間

の
あ
る
共
済
年
金
や
厚
生
年
金
を
受
給
で
き
る

場
合
（
共
働
き
で
あ
っ
た
世
帯
な
ど
）
は
、
加

給
年
金
は
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。
一
定
の
年

齢
以
下
の
子
に
つ
い
て
加
算
さ
れ
る
加
給
年
金

も
あ
り
ま
す
。

退
職
共
済
年
金
の
構
成
は
、
大
ま
か
に
は
こ

の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
金
額
は
当
然
人
そ

れ
ぞ
れ
で
異
な
り
ま
す
し
、
個
人
で
計
算
す
る

の
は
大
変
困
難
で
す
。
現
在
地
方
公
務
員
共
済

組
合
で
は
、「
地
共
済
年
金
情
報
W
e
b
サ
イ

ト
（https://w

w
w

.chikyonenkin.jp/

）」
に

て
、
組
合
員
に
対
し
て
情
報
を
提
供
し
て
い
ま

す
。
サ
イ
ト
上
で
ロ
グ
イ
ン
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー

ド
を
取
得
す
れ
ば
自
分
の
共
済
年
金
の
加
入
記

録
や
試
算
額
等
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

老
齢
基
礎
年
金

65
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢
基
礎
年
金
は
、

図
3
の
よ
う
に
、
退
職
共
済
年
金
に
比
べ
て

シ
ン
プ
ル
な
計
算
式
か
ら
求
め
ら
れ
ま
す
。
20

～
60
歳
ま
で
の
4
8
0
月
（
40
年
）
の
う
ち
、

何
カ
月
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
か
に
よ
っ

て
金
額
が
決
ま
り
、最
大
79
万
2
1
0
0
円（
平

図３：老齢基礎年金の計算式

老齢基礎年金（年額）：

79万2,100円×

国民年金
加入月数

480月

※　保険料免除期間については計算が異なります

（平成22年度額）
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成
22
年
度
）
の
、
期
間
比
例
の
年
金
で
す
。
ご

自
身
で
の
試
算
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

齢
は
65
歳
で
す
。
で
す
か
ら
定
年
退
職
後
、
65

歳
ま
で
の
間
、
退
職
共
済
年
金
の
収
入
の
み
を

頼
り
に
生
活
す
る
の
は
厳
し
い
と
感
じ
る
方
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
不
足
を
補
う
た
め
に
、
再

就
職
や
地
方
公
共
団
体
の
再
任
用
を
検
討
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
再
就
職
あ
る
い
は
再
任

用
に
よ
り
、
退
職
共
済
年
金
が
支
給
停
止
と
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
次
は
各
ケ
ー
ス
の
支
給
停
止
に
つ

い
て
、
解
説
し
ま
す
。

民
間
企
業
に
再
就
職
し
た
ら

民
間
企
業
に
再
就
職
し
、
厚
生
年
金
に
加

入
す
る
と
、
図
4
の
よ
う
に
、
退
職
共
済
年
金

の
一
部
が
支
給
停
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
年
収
（
退
職

共
済
年
金
＋
再
就
職
で
の
給
与
）を
12
で
割
り
、

１
カ
月
あ
た
り
47
万
円
を
超
え
る
と
、
超
過
額

に
応
じ
て
支
給
停
止
が
か
か
る
、
と
い
う
も
の

で
す
。
厚
生
年
金
に
加
入
し
な
い
場
合
（
ア
ル

バ
イ
ト
等
）
は
支
給
停
止
の
対
象
に
は
な
り
ま

せ
ん
。

な
お
、
再
就
職
し
、
厚
生
年
金
に
加
入
す
る

場
合
は
、共
済
組
合
に
対
し
て
「
再
就
職
届
書
」

に
よ
る
申
告
が
必
要
で
す
。

地
方
公
共
団
体
で
再
任
用
さ
れ
た
ら

地
方
公
共
団
体
の
再
任
用
に
は
、「
フ
ル
タ

イ
ム
」
と
「
短
時
間
」（
4
分
の
3
勤
務
）
の

2
種
類
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ

う
で
す
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
合
わ
せ
解
説
し
ま
す
。

図４：退職共済年金の一部支給停止（再就職先で厚生年金に加入する場合）

支給停止額（年額）：

給与

・再就職先での標準報酬月額（※1）
・過去１年間に受けた手当（※2）
÷12カ月

退職共済年金

・厚生年金相当部分
÷12カ月（※3） －47万円　×　　×12カ月＋

※1　標準報酬月額：再就職先で加入する厚生年金や健康保険の保険料の算定基礎となる額。≒月給（総額）
※2　過去１年間には、再就職後だけではなく、現職時に受けた期末勤勉手当等も含まれます。
※3　職域年金相当部分は、支給停止額の計算には含まれません。

☆支給停止額≦厚生年金相当部分の額

1
2

イメージ図：

年金年金

支給停止
あり

支給停止
なし

給与

年収÷12年収÷12 年収÷12年収÷12

給与

47万円

超過額の1/2が
支給停止

）（

こ
こ
ま
で
、
地
方
公
務
員
の
皆
さ
ん
が
老
後

「
ど
の
よ
う
な
」年
金
を「
い
つ
か
ら
」、「
い
く
ら
」

受
け
取
る
の
か
を
解
説
し
て
き
ま
し
た
。
こ
こ

か
ら
は
、
年
金
を
受
給
す
る
年
齢
に
近
づ
く
と
、

多
く
の
方
が
行
き
当
た
る
で
あ
ろ
う
疑
問
に
お

答
え
し
て
い
き
ま
す
。

退
職
共
済
年
金
が
支
給
停
止
さ
れ
る

場
合
と
は
？

前
述
の
と
お
り
、
年
金
の
満
額
支
給
開
始
年
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・「
フ
ル
タ
イ
ム
」

再
任
用
で
フ
ル
タ
イ
ム
の
方
は
、
定
年
退
職

後
も
引
き
続
き
共
済
組
合
員
と
な
り
、
共
済
年

金
に
加
入
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
共
済
組
合
に

お
い
て
、
現
職
と
変
わ
ら
な
い
取
扱
い
と
な
り

ま
す
。
退
職
共
済
年
金
は
、
在
職
中
は
原
則
全

額
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
が
、
再
任
用
フ
ル
タ

イ
ム
も
同
様
の
扱
い
で
す
。

た
だ
し
、
現
職
時
と
比
べ
再
任
用
フ
ル
タ
イ

ム
時
の
給
与
が
大
幅
に
下
が
る
こ
と
に
よ
り
、

退
職
共
済
年
金
の
一
部
が
支
給
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

・「
短
時
間
」

再
任
用
で
短
時
間
の
方
は
、民
間
企
業
同
様
、

厚
生
年
金
に
加
入
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
先
述

し
た
民
間
企
業
で
の
再
就
職
の
場
合
と
同
じ
取

扱
い
と
な
り
ま
す
。

老
齢
給
付
の
年
金
に
対
す
る
所
得
税
は
？

退
職
共
済
年
金
や
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
、
老

齢
給
付
の
年
金
は
、
所
得
税
法
上
「
雑
所
得
」

と
し
て
課
税
さ
れ
、
年
金
支
給
の
都
度
、
所
得

税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
ま
す
。
給
与
所
得
等
と
同

様
、
申
請
に
よ
り
扶
養
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
は
繰
上
げ
受
給
で
き
る
？

老
齢
基
礎
年
金
は
原
則
65
歳
か
ら
の
支
給
で

す
が
、
申
請
に
よ
り
1
カ
月
単
位
で
繰
上
げ
て

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
大
5
年
、
つ

ま
り
60
歳
か
ら
受
給
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
1
カ
月
の
繰
上
げ
に
つ
き
老
齢
基

礎
年
金
が
0
・
5
％
減
額
さ
れ
ま
す
。
1
年
で

6
％
、
5
年
で
30
％
で
す
。
例
え
ば
65
歳
か
ら

79
万
2
1
0
0
円
を
受
給
で
き
る
方
で
あ
れ

ば
、
5
年
繰
上
げ
る
と
30
％
減
で
す
の
で
、
55

万
4
5
0
0
円
と
な
り
ま
す
。

一
度
繰
上
げ
の
申
請
を
す
る
と
、
二
度
と
撤

回
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
一
生

涯
減
額
さ
れ
た
老
齢
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
続

け
る
と
い
う
重
大
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
の

で
、
繰
上
げ
受
給
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

深
く
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
た
逆
に
、
繰
下
げ
に
よ
り
、
金
額
を
増
や

す
こ
と
も
可
能
で
す
。

老
齢
基
礎
年
金
を
増
や
し
た
い
！

高
齢
任
意
加
入

60
歳
ま
で
に
国
民
年
金
の
加
入
月
数
が

4
8
0
月
に
満
た
な
い
場
合
、
60
歳
～
65
歳
ま

で
の
最
大
5
年
間
、
加
入
月
数
4
8
0
月
を

限
度
と
し
て
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
他
の
公
的
年
金
に
加
入
（
再
就
職

先
で
厚
生
年
金
に
加
入
等
）
し
な
が
ら
、
こ
の

任
意
加
入
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
定
年

退
職
後
に
再
就
職
を
し
な
か
っ
た
方
や
、
専
業

主
婦
な
ど
が
利
用
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
保

険
料
は
、
第
1
号
被
保
険
者
と
同
様
で
月
額
1

万
5
0
2
0
円
で
す
。

付
加
年
金

前
記
の
高
齢
任
意
加
入
ま
た
は
第
1
号
被
保

険
者
は
、
月
々
の
保
険
料
に
4
0
0
円
を
プ

ラ
ス
し
て
納
付
す
る
と
、老
齢
基
礎
年
金
に
「
付

加
年
金
」
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。
上
乗
せ
額
は

年
額
で
、
2
0
0
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月

数
で
す
。

例
え
ば
、付
加
保
険
料
を
1
年
間
納
め
る
と
、

4
0
0
円
×
12
カ
月
で
4
8
0
0
円
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
年
金
額
は
2
0
0
円

×
12
カ
月
で
2
4
0
0
円
が
増
額
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
保
険
料
が
2
年
で
回
収
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
す
の
で
、
金
額
は
決
し
て
大
き
く
あ

り
ま
せ
ん
が
、
お
得
な
制
度
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。以

上
、
公
的
年
金
の
老
齢
給
付
に
つ
い
て
、

地
方
公
務
員
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
受
給
形
態

に
沿
っ
て
解
説
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
次
回
は

公
的
年
金
②
と
し
て
、
遺
族
給
付
・
障
害
給
付

を
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。

※
文
中
の
年
金
額
は
、
平
成
22
年
度
額
で
す
。

平
成
23
年
度
の
年
金
額
は
、
0
・
4
％
引

き
下
げ
と
な
る
こ
と
が
厚
生
労
働
省
よ
り
発

表
さ
れ
て
い
ま
す
。


